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平成３０年第１回加須市議会定例会提出議案の概要 

                         招集日 平成３０年２月９日（金） 

 

１ 提出議案件数 

    予算関係             １８ 件 

    条例関係             １６ 件 

    事件関係              ９ 件         計 ４３ 件 

 ...................................................................................  

２ 個別議案の概要 

 ...................................................................................  

 第１号議案   平成３０年度加須市一般会計予算 

 (1) 予算額   ３５，９５１，０００千円 

 (2) 概 要   別紙のとおり 

 ...................................................................................  

 第２号議案   平成３０年度加須市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

 (1) 予算額   ３４２千円 

 (2) 概 要   住宅新築資金等貸付事業に係る償還金を計上 

 ...................................................................................  

 第３号議案   平成３０年度加須市国民健康保険事業特別会計予算 

 (1) 予算額   １２，４３５，７００千円 

 (2) 概 要   加入世帯 １７，５００世帯 

         被保険者 ２９，２００人（原則：７５歳未満） 

 ...................................................................................  

 第４号議案   平成３０年度加須市国民健康保険直営診療所特別会計予算 

 (1) 予算額   １１４，７００千円 

 (2) 概 要   身近なかかりつけ医として、市民への適切な医療サービスを提供するた

めの医業費及び施設管理費等を計上 

 ...................................................................................  

 第５号議案   平成３０年度加須市後期高齢者医療特別会計予算 

 (1) 予算額   １，１２４，１００千円 

 (2) 概 要   被保険者 １３，９００人（原則：７５歳以上） 

 ...................................................................................  

 第６号議案   平成３０年度加須市介護保険事業特別会計予算 

 (1) 予算額   ８，３２６，６００千円 

 (2) 概 要   第１号被保険者（６５歳以上）３１，２５３人 

 ...................................................................................  

 第７号議案   平成３０年度加須市農業集落排水事業特別会計予算 

 (1) 予算額   ７６７，７００千円 

 (2) 概 要   農業集落排水処理施設１６処理区の維持管理費等及び伊賀袋処理施設の 
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改修工事費用を計上 

 ...................................................................................  

 第８号議案   平成３０年度加須都市計画事業野中土地区画整理事業特別会計予算 

 (1) 予算額   ６３０，５０２千円 

 (2) 概 要   国庫補助金や前年度繰越金を主たる財源として、街路築造・整地・雨水

排水施設工事費、建物等移設補償料等を計上 

 ...................................................................................  

 第９号議案   平成３０年度加須都市計画事業栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業 

特別会計予算 

 (1) 予算額   ２９，３３０千円 

 (2) 概 要   繰入金を主たる財源として、清算金分割徴収に係る事務費等を計上 

 ...................................................................................  

 第１０号議案  平成３０年度河野博士育英事業特別会計予算 

 (1) 予算額   ４，７４９千円 

 (2) 概 要   ア 高等学校に在籍し、市内に住所を有する者で経済的な理由により学

資金の支出が困難である者に対し年額１２０，０００円を支給する。 

         イ 対象者数 ３３人 

 ...................................................................................  

第１１号議案  平成３０年度加須市水道事業会計予算 

 (1) 予算額   ４，５３６，６８７千円 

 (2) 概 要   ア 業務予定量 

          (ア) 給水戸数          ４７，０００戸 

          (イ) 年間給水量     １３，０９１，０００㎥ 

         イ 石綿セメント管更新工事   延長 ２，５６０ｍ 

         ウ 配水管布設工事等      延長 ５，４２９ｍ 

         エ 久下浄水場電気機械設備工事及び排水池築造工事 

 ...................................................................................  

 第１２号議案  平成３０年度加須市下水道事業会計予算 

 (1) 予算額   ３，０６３，２８１千円 

 (2) 概 要   ア 業務予定量 

          (ア) 処理戸数          ２０，９７９戸 

          (イ) 年間処理水量     ５，４６７，０００㎥ 

         イ 管渠築造工事 布設延長        ７５５ｍ 

 ...................................................................................  

第１３号議案  平成２９年度加須市一般会計補正予算（第６号） 

 (1) 今回補正予算額                   ２，６２３，７６６千円 

 (2) 補正後予算額                   ４０，７９９，５５０千円 

 (3) 補正予算の主な内容 

  （歳入） 
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ア 地方交付税                      １８９，０５５千円 

イ 国庫支出金                      ４２５，８９７千円 

ウ 県支出金                        ▲１０，２９３千円 

エ 繰入金                        ７０９，５２４千円 

オ 繰越金                        ２３２，８１５千円 

カ 市債                       １，０７６，７６８千円 

  （歳出） 

ア 公共施設等再整備基金事業               ３００，０００千円 

イ 市民総合会館管理運営事業                   ６０３千円 

ウ 選挙管理委員会運営事業                  １，８４８千円 

エ 国民健康保険事業特別会計繰出事業           ６０９，６３０千円 

オ 介護サービス利用者負担助成事業              １，７６９千円 

カ 子育て臨時預かり事業                     ５７５千円 

キ 未熟児養育医療給付事業                    ２７６千円 

ク 民間保育所障害児保育事業                 ４，１７９千円 

ケ 公立放課後児童健全育成事業                ５，５３２千円 

コ 民間放課後児童健全育成事業                １，５３４千円 

サ 土地改良区管理用排水路整備支援事業           ２３，７７５千円 

シ 幹線用排水路改修事業                   ２，０００千円 

ス 道路維持管理事業                    ９１，３００千円 

セ 幹線道路新設改良事業                  １０，５００千円 

ソ 小学校管理運営事業                    ２，５７６千円 

タ 小学校施設整備事業                  ８２９，１８５千円 

チ 中学校管理運営事業                      ９２９千円 

ツ 中学校施設整備事業                  ７３５，４１７千円 

テ 文化・学習センター管理運営事業              ２，１３８千円 

  (4) 繰越明許費の補正 

ア 子育てワクワク情報提供事業                  ８８６千円 

イ 公立放課後児童健全育成事業                ４，２１８千円 

ウ 加須クリーンセンターごみ処理事業            ３９，６３６千円 

エ 土地改良区管理用排水路整備支援事業           ２３，７７５千円 

オ 幹線用排水路改修事業                  １８，９００千円 

カ かぞブランド創出事業                      ７２千円 

キ 道路維持管理事業                    ９１，３００千円 

ク 幹線道路新設改良事業                 １３７，０００千円 

ケ 生活道路側溝事業                    １１，５００千円 

コ 幹線道路側溝事業                     ６，５００千円 

サ 橋りょう維持改良事業                  ３５，０００千円 

シ 野中土地区画整理事業特別会計繰出事業             ２００千円 
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ス 市街地排水路維持管理事業                １９，６７０千円 

セ 溢水対策整備事業                    ４８，２００千円 

ソ 小学校管理運営事業                    ２，５７６千円 

タ 小学校施設整備事業                  ８２９，１８５千円 

チ 中学校管理運営事業                      ９２９千円 

ツ 中学校施設整備事業                  ７３５，４１７千円 

テ 文化・学習センター管理運営事業              ２，１３８千円 

 (5) 地方債の補正 

ア 追加 

起債の目的 限度額 

非構造部材耐震対策事業 １，１１４，７００千円 

イ 変更 

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額 

(ア) 総合支所耐震対策事業 ５２９，３００千円 ５１２，８００千円 

(イ) ほ場整備事業 １２，４００千円 １１，４００千円 

(ウ) かんがい排水事業 １７，３００千円 １６，７００千円 

(エ) 農地防災事業 ３２，５００千円 ５１，０００千円 

(オ) 消防団車両整備事業 １７，８００千円 １４，６００千円 

(カ) 小学校改修事業 ３２，１００千円 ３１，６００千円 

(キ) 臨時財政対策 １，６４０，０００千円 １，６０５，３６８千円 

 ...................................................................................  

 第１４号議案  平成２９年度加須市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 (1) 今回補正予算額                             ▲３９０，９５０千円 

 (2) 補正後予算額                    １５，４２６，２０１千円 

 (3) 補正予算の主な内容 

（歳入） 

ア 国民健康保険税                    ▲１５８，６８１千円 

イ 国庫支出金                      ▲１０４，６２１千円 

ウ 県支出金                        ▲５０，８３３千円 

エ 共同事業交付金                    ▲７００，４１０千円 

オ 繰入金                         ６１２，６６１千円 

カ 繰越金                          １０，９３４千円 

（歳出） 

ア 後期高齢者支援金事業                  ▲７６，７１３千円 

イ 介護納付事業                     ▲１２２，０５８千円 

ウ 高額医療費共同事業医療費拠出事業           ▲１１７，３９７千円 

エ 保険財政共同安定化拠出事業              ▲１５９，７７３千円 

オ 償還金                          ８４，９９１千円 
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 ...................................................................................  

 第１５号議案  平成２９年度加須都市計画事業三俣第二土地区画整理事業特別会計補正 

予算（第１号） 

(1) 今回補正予算額                      １４，８６８千円 

 (2) 補正後予算額                       １４，８７２千円 

 (3) 補正予算の主な内容 

（歳入） 

ア 繰越金                         １４，８６８千円 

（歳出） 

ア 一般管理事業                      １４，８６８千円 

 ...................................................................................  

 第１６号議案  平成２９年度加須都市計画事業野中土地区画整理事業特別会計補正予算 

（第１号） 

 (1) 今回補正予算額                     ▲８９，１００千円 

 (2) 補正後予算額                      ８８４，４５０千円 

 (3) 補正予算の主な内容 

（歳入） 

ア 国庫支出金                     ▲１１５，３１３千円 

イ 県支出金                       ▲３４，３５７千円 

ウ 財産収入                        ６０，５７０千円 

（歳出） 

ア 野中土地区画整理事業                ▲２１０，５９９千円 

イ 予備費                        １２１，４９９千円 

(4) 繰越明許費の設定 

  ア 野中土地区画整理事業                  ９２，１７０千円 

 ...................................................................................   

 第１７号議案  平成２９年度加須都市計画事業栗橋駅西（大利根地区）土地区画整理事 

業特別会計補正予算（第１号） 

 (1) 今回補正予算額                              ４６，４９６千円 

 (2) 補正後予算額                              ３０９，７９６千円 

 (3) 補正予算の主な内容 

（歳入） 

ア 諸収入                          ４６，４９６千円 

（歳出） 

ア 一般管理事業                      ４６，４９６千円    

 ...................................................................................   

 第１８号議案  平成２９年度河野博士育英事業特別会計補正予算（第２号） 

 (1) 今回補正予算額                               １，９３０千円 

 (2) 補正後予算額                                ８，６６０千円 
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 (3) 補正予算の主な内容 

（歳入） 

ア 寄附金                           １，９３０千円 

（歳出） 

ア 財産管理事業                       １，９３０千円 

 ...................................................................................  

 第１９号議案  加須市特別会計条例の一部を改正する条例 

(1) 趣 旨   加須都市計画事業不動岡土地区画整理事業特別会計及び加須都市計画事

業三俣第二土地区画整理事業特別会計の所期の目的が達成されたため、当

該特別会計を廃止すること。 

(2) 内 容  ア 所期の目的が達成されたため、次の特別会計を廃止すること。 

         （ア） 加須都市計画事業不動岡土地区画整理事業特別会計 

         （イ） 加須都市計画事業三俣第二土地区画整理事業特別会計 

        イ 平成３０年４月１日から施行すること。 

        ウ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ...................................................................................  

 第２０号議案  加須市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

(1) 趣 旨   国民健康保険法の一部改正による国民健康保険事業の広域化を踏まえ、

当該事業の円滑かつ安定的な運営を図るため、国民健康保険税の賦課方式、

税率等を改めるとともに、規定の整備をすること。 

 (2) 内 容  ア 医療給付費分の賦課方式を次のとおり改めること。 

「４方式（所得割・資産割・均等割・平等割）」⇒「２方式（所得割・均等割）」 

イ 医療給付費分の均等割額を次のとおり改めること。 

  「９，０００円」⇒「２１，０００円」 

        ウ 医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の限度額（減額

に係る限度額を含む。）を次のとおり改めること。 

 改定前 改定後 

医療給付費分 ５３万円 ５４万円 

後期高齢者支援金分 １６万円 １７万円 

介護納付金分 １４万円 １５万円 

        エ イの均等割額の改定に伴い、課税額から減額される額を改めること。 

        オ その他規定の整備をすること。 

        カ 平成３０年４月１日から施行すること。 

キ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ...................................................................................  

 第２１号議案  加須市国民健康保険の保険給付費支払基金条例を廃止する条例 

(1) 趣 旨   国民健康保険法の一部改正による国民健康保険事業の広域化に伴い、保

険給付費等相当額が県から交付されるため、基金を廃止すること。 

(2) 内 容  ア 基金を廃止すること。 
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        イ 平成３０年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第２２号議案  加須市子ども・子育て会議条例及び加須市いじめの防止等のための組織 

に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 趣 旨   こども政策課を廃止し、こども局を２課に再編することに伴い、関係す

る条例を改めること。 

(2) 件 名  ア 加須市子ども・子育て会議条例の一部改正 

        イ 加須市いじめの防止等のための組織に関する条例の一部改正 

 (3) 内 容  ア こども政策課の廃止に伴い、(2)のア及びイの条例中に引用する課名 

         を次のとおり改めること。 

 「こども局こども政策課」⇒「こども局子育て支援課」 

イ 平成３０年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第２３号議案  加須市放課後児童健全育成室条例の一部を改正する条例 

(1) 趣 旨   小学校及び幼稚園の施設を利用している放課後児童健全育成室のうち、

教育財産としての用途が廃止された施設を本条例に位置付けること。 

(2) 内 容  ア 次の放課後児童健全育成室を本条例に位置付けること。 

名称 位置 定員 

加須市加須小学校放課後

児童健全育成室 

加須市本町４番２５号 ６５人 

加須市加須南小学校放課

後児童健全育成室 

加須市下高柳１９９１番地 ６０人 

加須市不動岡小学校放課

後児童健全育成室 

加須市不動岡７９８番地 ５０人 

加須市三俣小学校放課後

児童健全育成室 

加須市北小浜８６７番地１ ７５人 

加須市礼羽小学校放課後

児童健全育成室 

加須市馬内６２２番地 ５０人 

加須市大桑小学校放課後

児童健全育成室 

加須市南大桑３３８８番地

１ 

１１５人 

加須市花崎北小学校放課

後児童健全育成室 

加須市花崎北三丁目１番地 ９５人 

加須市樋遣川小学校放課

後児童健全育成室 

加須市下樋遣川４２７番地 ３０人 

加須市志多見小学校放課

後児童健全育成室 

加須市志多見６３３番地 ２５人 

イ 平成３０年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第２４号議案  加須市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条 
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         例 

(1) 趣 旨   所得税法の一部改正に伴い、規定の整備をすること。 

(2) 内 容  ア 条文中に引用する用語を次のとおり改めること。 

         「控除対象配偶者」⇒「同一生計配偶者」 

       イ 公布の日から施行すること。 

        ウ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ...................................................................................  

 第２５号議案  加須市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例 

  (1) 趣 旨   特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（内閣

府令）の一部改正に伴い、特定教育・保育施設における受給資格等の確認

に係る書類を追加するとともに、規定の整備をすること。 

(2) 内 容  ア 支給認定証の任意交付化に伴い、受給資格等の確認に係る書類に、利

用者負担額等に関する事項が記載された支給認定の通知書を追加するこ

と。 

イ 条文中に引用する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律の条項を次のとおり改めること。 

         「同条第９項」⇒「同条第１１項」 

ウ 公布の日から施行すること。ただし、イについては、平成３０年４月 

１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第２６号議案  加須市老人居室整備資金貸付条例を廃止する条例 

(1) 趣 旨   介護保険法における住宅改修費を支給する制度が普及したことを踏まえ、

加須市老人居室整備資金貸付条例を廃止すること。 

 (2) 内 容  ア 本条例を廃止すること。 

イ 平成３０年４月１日から施行すること。 

ウ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ...................................................................................  

 第２７号議案  加須市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

  (1) 趣 旨   国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、

医療費助成金の支給対象者を改めること。 

(2) 内 容  ア 本市の国民健康保険の住所地特例者が７５歳に達したこと等により後

期高齢者医療制度に加入した場合に、住所地特例の適用を引き継ぎ、本

市が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる者を、医

療費助成金の支給対象者に追加すること。 

       イ アと同様の取扱いにより、埼玉県後期高齢者医療広域連合以外の後期

高齢者医療広域連合の被保険者となる者を医療費助成金の支給対象者か

ら除くこと。 

       ウ その他規定の整備をすること。 
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エ 平成３０年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第２８号議案  加須市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

(1) 趣 旨   国民健康保険法の一部改正による国民健康保険事業の広域化に伴い、規

定の整備をすること。 

(2) 内 容  ア 条例中の用語を次のとおり改めること。 

  「市が行う国民健康保険」⇒「市が行う国民健康保険の事務」 

イ 新たに国民健康保険法に規定された国民健康保険事業の運営に関す

る協議会を本市の国民健康保険運営協議会として位置付けること。 

ウ その他規定の整備をすること。 

        エ 平成３０年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第２９号議案  加須市介護保険条例の一部を改正する条例 

(1) 趣 旨   第７期加須市介護保険事業計画を踏まえ、介護保険料率の改定を行うと

ともに、介護保険法の一部改正に伴い、被保険者等に関する調査に係る罰

則の対象者を追加すること。 

 (2) 内 容  ア 平成３０年度から平成３２年度までの保険料の区分を９段階から１０

段階とし、保険料の額を次のとおり改めること。 

区分 所得の範囲 
保険料の額

（年額） 

第1段階 

生活保護受給者 

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税

非課税の方 

世帯全員が市民税非課税で前年の合計所

得金額と課税年金収入額の合計が80万円

以下の方 

33,840円 

第2段階 

世帯全員が市民税非課税で前年の合計所

得金額と課税年金収入額の合計が120万

円以下の方 

47,370円 

第3段階 

世帯全員が市民税非課税で前年の合計所

得金額と課税年金収入額の合計が120万

円を超える方 

50,760円 

第4段階 

世帯の誰かが市民税を課税されている

が、本人は市民税非課税で前年の合計所

得金額と課税年金収入額の合計が80万円

以下の方 

60,910円 

第5段階 

世帯の誰かが市民税を課税されている

が、本人は市民税非課税で前年の合計所

得金額と課税年金収入額の合計が80万円

を超える方 

67,660円 
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第6段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額

が125万円未満の方 
81,200円 

第7段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額

が125万円以上200万円未満の方 
87,970円 

第8段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額

が200万円以上300万円未満の方 
101,500円 

第9段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額

が300万円以上345万円未満の方 
115,040円 

第 10 段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額

が345万円以上の方 
121,810円 

イ アの第１段階に該当する者の減額賦課に係る保険料の額を「３０，４

５０円」とすること。 

ウ 被保険者等に関する調査に係る罰則の対象者として、新たに第２号被

保険者の配偶者及びその世帯員を追加すること。 

エ 平成３０年４月１日から施行すること。 

オ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ...................................................................................  

 第３０号議案  加須市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センター（高齢者

相談センター）に配置する主任介護支援専門員の資格要件を改めること。 

 (2) 内 容  ア 主任介護支援専門員の資格要件を次のとおり改めること。 

改正前 改正後 

主任介護支援専門員研修を修了

した者であって、当該研修又は主

任介護支援専門員更新研修を修

了した日から起算して５年を超

えない期間ごとに主任介護支援

専門員更新研修を修了したもの 

介護支援専門員であって、主任介

護支援専門員研修を修了した者

（当該研修を修了した日から起

算して５年を経過した者にあっ

ては、当該研修を修了した日から

起算して５年を経過するごとに、

当該経過する日までの間に、主任

介護支援専門員更新研修を修了

している者に限る。） 

イ 公布の日から施行すること。 

ウ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ...................................................................................  

 第３１号議案  加須市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 趣 旨   高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、保険料を徴収すべ

き被保険者を追加すること。 

(2) 内 容  ア 本市の国民健康保険の住所地特例者が７５歳に達したこと等により後
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期高齢者医療制度に加入した場合に、住所地特例の適用を引き継ぎ、本

市が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる者を、保

険料を徴収すべき被保険者に追加すること。 

       イ その他規定の整備をすること。 

        ウ 平成３０年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第３２号議案  加須市公園条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   都市公園法の一部改正に伴い、規定の整備をすること。 

 (2) 内 容  ア 条文中に引用する都市公園法の条項を次のとおり改めること。 

「第７条の各号に掲げる」⇒「第７条に規定する」 

イ 公布の日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第３３号議案  加須市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正

する条例 

 (1) 趣 旨   建築基準法の一部改正に伴い、規定の整備をすること。 

 (2) 内 容  ア 別表第２中に引用する建築基準法の条項を次のとおり改めること。 

「別表第２（ち）」⇒「別表第２（り）」 

「別表第２（り）」⇒「別表第２（ぬ）」 

「別表第２（ぬ）」⇒「別表第２（る）」 

「別表第２（を）」⇒「別表第２（わ）」 

イ その他規定の整備をすること。 

ウ 平成３０年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................  

 第３４号議案  加須市市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 (1) 趣 旨   公営住宅法等の一部改正に伴い、市営住宅の入居者について、認知症で

ある者等であり収入の申告等が困難な場合、収入の申告等によらず家賃を

定めることができることとするとともに、規定の整備をすること。 

 (2) 内 容   

及び（イ）においては近傍同種の住宅の家賃以下に定めることができる

こととし、（ウ）においては近傍同種の住宅の家賃とすること。 

（ア） 収入の申告をすること及び報告の請求に応じることが困難な事

情にあると認めるとき。 

（イ） 引き続き３年以上市営住宅に入居し、収入の申告をすること及

び報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であっ

て、把握した収入の額が一定の金額を超えるとき。 

（ウ） 引き続き５年以上市営住宅に入居し、収入の申告をすること及

び報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であっ

て、把握した収入の額が最近２年間一定の金額を超えるとき。 

イ その他規定の整備をすること。 

ア 市営住宅の入居者が認知症である者等の場合の家賃について、（ア） 



12 

ウ 公布の日から施行すること。 

エ その他この条例の施行に必要な経過措置を設けること。 

 ...................................................................................  

 第３５号議案  埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少について 

 (1) 趣 旨   埼玉県市町村総合事務組合から入間東部地区衛生組合を脱退させること

について協議すること。 

 (2) 内 容   平成３０年３月３１日をもって入間東部地区衛生組合を脱退させること。 

 ...................................................................................   

 第３６号議案  埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

 (1) 趣 旨   入間東部地区衛生組合の脱退及び入間東部地区消防組合の名称変更に伴

い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議すること。 

 (2) 内 容  ア 入間東部地区衛生組合の脱退及び入間東部地区消防組合の名称を入間

東部地区事務組合に変更することに伴い、規約を変更すること。 

        イ 平成３０年４月１日から施行すること。 

 ...................................................................................   

 第３７号議案  市道路線の認定について 

 (1) 趣 旨   開発行為に伴い市に帰属され、又は再編成される道路を市道として管理

するため認定すること。 

 (2) 内 容   市道４５３２号線ほか１４路線 

 ...................................................................................  

 第３８号議案  市道路線の廃止について 

 (1) 趣 旨   開発行為に伴い不用路線となる道路を廃止すること。 

 (2) 内 容   市道５５２０号線及び市道騎３１９７号線 

 ...................................................................................  

 第３９号議案  市道路線の認定について 

 (1) 趣 旨   済生会病院誘致事業に伴い再編成される道路を市道として管理するため

認定すること。 

 (2) 内 容   市道騎３８７３号線 

 ...................................................................................  

 第４０号議案  市道路線の廃止について 

 (1) 趣 旨   済生会病院誘致事業に伴い不用路線となる道路を廃止すること。 

 (2) 内 容   市道騎３２４７号線ほか２路線 

 ...................................................................................  

 第４１号議案  市道路線の認定について 

 (1) 趣 旨   首都圏氾濫区域堤防強化対策事業に伴い整備され、又は再編成される道

路を市道として管理するため認定すること。 

 (2) 内 容   市道大１３７３号線ほか１２路線 

 ...................................................................................  

 第４２号議案  市道路線の廃止について 



13 

 (1) 趣 旨   首都圏氾濫区域堤防強化対策事業に伴い不用路線となる道路を廃止する

こと。 

 (2) 内 容   市道大１３６９号線ほか１１路線 

 ...................................................................................  

 第４３号議案  市道路線の廃止について 

 (1) 趣 旨   戸崎地区ほ場整備事業に伴い不用路線となる道路を廃止すること。 

 (2) 内 容   市道騎３２１６号線 

 ...................................................................................  

 


